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改定事項 

☑業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 

☑高齢者虐待防止の推進 

☑身体的拘束等の適正化の推進 

☑訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し 

・訪問介護における特定事業所加算の見直し 

・訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化 

・訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し 

・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援

加算の一本化 

・テレワークの取扱い 

・特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサー

ビス提供加算の対象地域の明確化 

・特別地域加算の対象地域の見直し 

＊厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」より改定事項を抜粋 

 

 

 

 

 

１ 令和６年度介護報酬改定における改定事項について 
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（１）【規則・基準】 

訪問介護 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 

１１年３月３１日 厚生省令第３７号）  

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例（平成２４年１０月１１日 条例第１１１号） 

指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪

問介護の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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（２）【基準について（解釈通知）】 

訪問介護 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成

１１年９月１７日 老企第２５号） 

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及

び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条

例施行要領（二四福保高介第一八八二号） 

① 指定訪問介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続し 

て指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護の提供を継続的に実施するた 

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」 

という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、登録訪問介護員等を含め 

て、訪問介護員等その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーショ 

ン）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、 

研修及び訓練の実施については、事業所に実施が求められるものであるが、他のサー 

ビス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生し 

た場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実 

施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容につい 

ては、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「 

介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照された 

い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目につい 

ては実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策 

定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症 

の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に 

設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の 

確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との 

情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止し 

た場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有す 

るとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うもの 

とする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年一回以上）な教育を開催す 
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 るとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施   

 内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、 

 感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えな

い。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速 

に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災 

害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年一回以上）に実施するものと 

する。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延 

の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施す 

 るものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

（３）【留意事項について（解釈通知）】 

訪問介護 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成

１２年３月１日 老企第３６号） 

(11) 業務継続計画未策定減算について 

業務継続計画未策定減算については、基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌

月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準を満た

ない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数

から減算することとする。 

なお、経過措置として、令和７年３月３１日までの間、当該減算は適用しないが、義

務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 

令和３年度介護報酬改定を受けて義務化された「業務継続計画の策定」につ

いては、当該措置を講じていない場合、令和７年４月１日より基本報酬の減

算の対象となります。（２）の解釈通知を参考にご対応いただき、実施した

研修や演習等については、行われていることが分かるよう実施記録を残す等

のご対応をお願いします。 
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（１）【規則・基準】 

訪問介護 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 

１１年３月３１日 厚生省令第３７号）  

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例（平成２４年１０月１１日 条例第１１１号） 

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（平成２４年東京都規則第１４１号） 

（虐待の防止） 

指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる

措置を講じなければならない。 

高齢者虐待防止の推進



 令和６年度府中市集団指導資料（訪問介護）[介護保険課] 

7 

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するととも

に、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（２）【基準について（解釈通知）】 

訪問介護 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成

１１年９月１７日 老企第２５号） 

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及

び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条

例施行要領（平成２５年３月２９日 ２４福保高介第１８８２号） 

虐待は、法の目的の１つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な

影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措

置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応

等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

（平成１７年法律第１２４号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されている

ところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよ

う、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけなが

らサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとお

り、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業

者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等

を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる

事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措

置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望

ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への

虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪

問介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対

する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はそ

の再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 
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① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

   虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生し 

た場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を 

含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするととも 

に、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員として積 

極的に活用することが望ましい。 

  一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なも 

のであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報 

であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

   なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に 

設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるもので 

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも 

のとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお 

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ 

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

   虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとす 

る。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防 

止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行わ 

れるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止 

策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 ② 虐待の防止のための指針（第２号） 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項 

目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 
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③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号）  

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する 

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介 

護事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。  

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に 

  基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するととも 

に、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。  

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事 

  業所内での研修で差し支えない。 

 ④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに

掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者と

しては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。な

お、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務

については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的

に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握

している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者

を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感

染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための

措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措

置を適切に実施するための担当者 

 

（３）【留意事項について（解釈通知）】 

訪問介護 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成

１２年３月１日 老企第３６号） 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場

合ではなく、措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算する

こととなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開

催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のため

の年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための

担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した

後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告する

こととし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全

員について所定単位数から減算することとする。 
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（１）【基準】 

訪問介護 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 

１１年３月３１日 厚生省令第３７号）  

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例（平成２４年１０月１１日条例第１１１号） 

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（平成２４年 東京都規則第１４１号） 

訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一・二（略） 

三 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を 

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限す 

る行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 

身体的拘束等の適正化の推進

令和３年度介護報酬改定を受けて義務化された「高齢者虐待防止のための措

置」については、措置を講じていない場合に基本報酬が減算となります。定

期的な委員会の開催や研修の実施等について、措置が行われていることが分

かるよう実施記録を残す等のご対応をお願いします。 
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四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の 

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

（２）【基準について（解釈通知）】 

訪問介護 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成 

１１年９月１７日 老企第２５号） 

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及

び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条

例施行要領（平成２５年３月２９日 ２４福保高介第１８８２号） 

指定訪問介護の取扱方針について、特に留意すべきことは、次のとおりである。 

①・②（略） 

③ 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を 

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急や 

むを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の 

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととし 

たものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要 

 件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重 

 に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。 

なお、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、上記（１）の基準のとおり、

新たな取扱方針について規定されました。（２）の解釈通知を参考に、各事業

所にて組織等としての必要な手続きを行い、取り組んだ内容について記録に

残していただくようご対応をお願いします。 
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訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し
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（１）【基準】 

訪問介護 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成１２

年２月１０日 厚生省告示第１９号)  

指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若

しくは指定訪問介護事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」と

いう。）に居住する利用者（指定訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷

地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定訪問介護事

業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内

建物等を除く。）に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、１回につ

き所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所におけ

る１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者

に対して、指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の８５に相

当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問

介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者（指定訪問介護事業所における１月

当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除

く。）に対して、指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の 

８８に相当する単位数を算定する。 

 

【同一敷地内建物等に居住する利用者に対して指定訪問介護を行う指定訪問介護事

業所の基準】 

訪問介護 
厚生労働大臣が定める基準 (平成２７年３月２３日 厚生労働省告

示第９５号) 

正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前六月間に提供

した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供された

ものの占める割合が百分の九十以上であること。 

 

（２）【留意事項について（解釈通知）】 

訪問介護 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成

１２年３月１日 老企第３６号） 

①  同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的 

な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道 

路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供 

が可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の一 

階部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合 

など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の 

建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 
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② 同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に２０人以上居住する建 

物」とは、①に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指

定訪問介護事業所の利用者が２０人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある

別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、

１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する

利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に

当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。また、当該指定訪問介護事業所

が、指定相当第一号訪問事業と一体的な運営をしている場合、第一号訪問事業の利

用者を含めて計算すること。 

③ 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提

供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用について

は、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。具体的には、次の

ような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適

用すべきではないこと。 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するた

めに迂回しなければならない場合 

④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、 

運営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該 

当するものであること。 

⑤ 同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介護事業

所の利用者が５０人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、

１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する

利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に

当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

⑥ 指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者（指定訪問介 

護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物 

に居住する利用者を除く。以下同じ。）に提供されたものの占める割合が１００分の 

９０以上である場合について 

イ 判定期間と減算適用期間 

指定訪問介護事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所における

指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供された

ものの占める割合が１００分の９０以上である場合は、次に掲げるところに従い、

当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供さ

れる指定訪問介護のすべてについて減算を適用する。 

ａ 判定期間が前期（３月１日から８月３１日）の場合は、減算適用期間を１０月
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１日から３月３１日までとする。 

ｂ 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日

から９月３０日までとする。 

なお、令和６年度については、ａの判定期間を４月１日から９月３０日、減算適

用期間を１１月１日から３月３１日までとし、b の判定期間を１０月１日から２月

末日、減算適用期間を令和７年度の４月１日から９月３０日までとする。 

ロ 判定方法 

    事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の 

  うち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、９０％以上であ 

る場合に減算する。 

（具体的な計算式）事業所ごとに、次の計算式により計算し、90％以上である場合 

に減算 

（当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内 

建物等に居住する利用者数（利用実人員））÷（当該事業所における判定期間に指 

定訪問介護を提供した利用者数（利用実人員）） 

ハ 算定手続 

判定期間が前期の場合については９月１５日までに、判定期間が後期の場合につ

いては３月１５日までに、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指

定訪問介護事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果９０％

以上である場合については当該書類を都道府県知事に提出することとする。なお、

９０％以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において２年間保存

する必要がある。 

a 判定期間における指定訪問介護を提供した利用者の総数（利用実人員） 

b 同一敷地内建物等に居住する利用者数（利用実人員） 

c ロの算定方法で計算した割合 

d ロの算定方法で計算した割合が ９０％以上である場合であって正当な理由があ 

る場合においては、その正当な理由 

ニ 正当な理由の範囲 

ハで判定した割合が９０％以上である場合には、９０％以上に至ったことについ

て正当な理由がある場合においては、当該理由を都道府県知事に提出すること。な

お、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして

取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものである

が、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し

正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。 

a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。 

b 判定期間の１月当たりの延べ訪問回数が２００回以下であるなど事業所が小規

模である場合 

c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合 

 

 


